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（
文
教
科
学
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
法
案
（
閣
法
第
二
六
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
く
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
、
理
化

学
研
究
所
を
解
散
し
て
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
を
設
立
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す

る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
名
称

こ
の
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う

）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
独
立
行

。

政
法
人
の
名
称
は
、
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う

）
と
す
る
こ
と
。

。

二
、
研
究
所
の
目
的

研
究
所
は
、
科
学
技
術
（
人
文
科
学
の
み
に
係
る
も
の
を
除
く

）
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究
等
の
業
務
を
総
合
的
に
行

。

う
こ
と
に
よ
り
、
科
学
技
術
の
水
準
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

三
、
資
本
金

１

研
究
所
の
資
本
金
は
、
附
則
の
規
定
に
よ
り
政
府
及
び
政
府
以
外
の
者
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
の
合
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計
額
と
す
る
と
と
も
に
、
研
究
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
そ
の
資
本
金
を
増
加

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
政
府
は
、
予
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
研
究
所
に
出
資
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

政
府
は
、
土
地
又
は
建
物
そ
の
他
の
土
地
の
定
着
物
を
出
資
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ら
の
価

額
は
政
令
で
定
め
る
評
価
委
員
が
評
価
し
た
価
額
と
す
る
こ
と
。

四
、
役
員
及
び
職
員

１

研
究
所
に
役
員
と
し
て
、
そ
の
長
で
あ
る
理
事
長
及
び
監
事
二
人
を
置
く
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
役
員
と
し
て
、
理

事
五
人
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

役
員
の
任
期

イ

理
事
長
の
任
期
は
、
任
命
の
日
か
ら
、
そ
の
日
を
含
む
中
期
目
標
の
期
間
の
末
日
ま
で
と
し
、
中
期
目
標
の
期
間
が

変
更
さ
れ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
中
期
目
標
の
期
間
の
末
日
ま
で
と
す
る
こ
と
。

ロ

理
事
の
任
期
は
、
当
該
理
事
に
つ
い
て
理
事
長
が
定
め
る
期
間
（
そ
の
末
日
が
理
事
長
の
任
期
の
末
日
以
前
で
あ
る

も
の
に
限
る

）
と
し
、
理
事
長
の
任
期
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
理
事
の
任
期
の
末
日
が
理
事
長
の
任
期
の

。
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末
日
後
と
な
る
と
き
は
、
当
該
理
事
の
任
期
は
、
変
更
後
の
理
事
長
の
任
期
の
末
日
ま
で
と
す
る
こ
と
。

ハ

監
事
の
任
期
は
二
年
と
す
る
こ
と
。

３

研
究
所
の
役
員
及
び
職
員
は

職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し

又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し

、

、

、

そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と
す
る
こ
と
。

五
、
業
務
の
範
囲

研
究
所
は
、
二
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
。

１

科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
。

２

１
の
成
果
を
普
及
し
、
及
び
そ
の
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
。

３

研
究
所
の
施
設
及
び
設
備
を
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
、
研
究
及
び
開
発
を
行
う
者
の
共
用
に
供
す
る
こ
と
。

４

科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
者
及
び
技
術
者
を
養
成
し
、
及
び
そ
の
資
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
。

５

１
か
ら
４
ま
で
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

６

１
か
ら
５
ま
で
の
業
務
の
ほ
か
、
特
定
放
射
光
施
設
の
共
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
八
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う

こ
と
。
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六
、
長
期
借
入
金

１

研
究
所
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
五
の
１
若
し
く
は
２
又
は
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
に
必
要
な
長
期

借
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

研
究
所
は
、
毎
事
業
年
度
、
長
期
借
入
金
の
償
還
計
画
を
立
て
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

文
部
科
学
大
臣
は
、
１
及
び
２
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
文
部
科
学
省
の
独
立
行
政
法
人
評

価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

七
、
主
務
大
臣
等

研
究
所
に
係
る
通
則
法
に
お
け
る
主
務
大
臣
、
主
務
省
及
び
主
務
省
令
は
、
そ
れ
ぞ
れ
文
部
科
学
大
臣
、
文
部
科
学
省
及

び
文
部
科
学
省
令
と
す
る
こ
と
。

八
、
附
則

１

こ
の
法
律
は
、
附
則
の
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

２

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
等
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
関
連
法
令
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


